
 

 

 

下記に該当する方は担当課で変更手続き等をおこなってください。 

確認 対象の方 必要なもの等 
窓口番号 担当課・係 

□ 
未・済 

個人番号カード、特別永住者証明書・

在留カードをお持ちの方 

□各種カード 

※個人番号カードは内部の情報更新に暗証番

号が必要になります 

②③ 

市民生活課 

0855-52-7482 

□ 
未・済 

犬を飼っている方 必要なものはありませんが手続きが必要です ⑨ 

□ 
未・済 

後期高齢者医療被保険者 

※資格確認書は後日郵送します 

□後期高齢者医療資格確認書 

※当日新しい資格確認書が必要な場合のみ 

⑩⑪ 
保険年金課 

0855-52-7483 
□ 
未・済 

福祉医療証、子ども医療証をお持ち

の方 

□福祉医療費資格証・医療証 

□子ども医療費受給資格証 

□ 
未・済 

江津市国民健康保険加入者 □資格確認書もしくは資格情報のお知らせ ⑫⑬ 
保険年金課 

0855-52-7937 

□ 
未・済 

原動機付自転車（125ｃｃ以下）をお

持ちの方 

定置場の住所変更が必要です 

□届出人の本人確認書類 
⑰ 

税務課 

0855-52-7485 

□ 
未・済 

精神障害者保健福祉手帳 

自立支援医療受給者証（精神通院医

療・更生医療・育成医療）をお持ちの

方 

□精神障害者保健福祉手帳 

□自立支援医療（精神医療）受給者証 

□自立支援医療（更生医療）受給者証 

□自立支援医療（育成医療）受給者証 

⑱⑲ 
障がい者福祉係 

0855-52-7934 □ 
未・済 

障がい福祉サービス受給者証、障害

児通所受給者証をお持ちの方 

□障がい福祉サービス受給者証 

□障害児通所受給者証 

□ 
未・済 

身体障害者手帳、療育手帳 

をお持ちの方 
□各手帳 

□ 
未・済 

児童手当受給者 変更届の提出が必要です 

㉑㉒ 
子育て支援係 

0855-52-7487 □ 
未・済 

児童扶養手当受給者 □手当証書（お持ちの方のみ） 

□ 
未・済 

保育所(園)等に通園している方で 

世帯構成が変わった方 

子育て支援課保育係にお問い合わせくださ

い 
㉓ 

保育係 

0855-52-7933 

受付番号 

 転居届提出後の手続き 

 



確認 対象の方 必要なもの等 窓口番号 担当課・係 

□ 
未・済 

特別障害者手当・障害児福祉手当受

給者 
住所変更届の提出が必要です 

㉔～㉖ 
社会福祉課 

0855-52-7938 
□ 
未・済 

特別児童扶養手当受給者 住所変更届の提出が必要です 

□ 
未・済 

R8.1.1以降に婚姻届を提出されて 

夫婦ともに江津市内にお住まいの方 

結婚等新生活ごうつ暮らし応援金の対象とな

る可能性があります。地域振興課定住推進係

にお問い合わせください 

本庁舎 

2階 

地域振興課 

0855-52-7926 

□ 
未・済 

防災行政用無線戸別受信機を転居

先に移す 
変更届の提出が必要です ３階 総務課 

□ 
未・済 

小中学校に通学している方 

※校区内での転居の場合手続きはあり

ません 

従前の学校で手続きを行ってください 

校区が変わる場合は、教育委員会へご相談く

ださい 

水道庁舎 

３階 

学校教育課 

0855-52-7495 

□ 
未・済 

水道の使用開始 または 

中止、使用者の変更等がある方 お電話で手続きが可能です 

℡0855-52-0555 (水道課業務係) 

へ連絡してください 

受付時間：平日（8：30～16：00） 

水道庁舎 

２階 

水道課 

0855-52-0555 

□ 
未・済 

下水道及び集落排水の開始 または 

中止等の変更があった方 

水道庁舎 

１階 

下水道課 

0855-52-7497 

 

江津市役所 ℡0855-52-2501(代) 桜江支所 ℡0855-92-1211(代) 

 

 

 

江津市公式LINE 

友だち募集中 

 


